
四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

－
二
つ
の
触
地
印
宝
冠
如
来
像
禽
を
中
心
に
－

肥
　
田
　
路
　
美

は
じ
め
に

　
四
川
省
蒲
江
県
は
、
成
都
の
西
南
お
よ
そ
七
十
キ
ロ
、
西
蔵
へ
の
玄
関
口
で

あ
る
雅
安
へ
向
う
高
速
道
路
で
約
一
時
問
の
、
四
川
盆
地
西
縁
に
位
置
し
、
前

漢
時
代
よ
り
塩
井
と
煉
鉄
で
知
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
。
東
京
都
二
十
三
区
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

じ
く
ら
い
の
面
積
の
県
内
に
は
、
東
南
部
に
連
な
る
長
秋
山
の
北
麓
に
沿
う
よ

う
に
十
四
箇
所
の
摩
崖
石
刻
遺
跡
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
窟
禽

数
が
多
く
、
ま
た
作
行
き
や
保
存
状
態
が
優
れ
て
い
る
の
が
、
県
城
の
西
南
約

十
キ
ロ
の
朝
陽
湖
鎮
に
あ
る
飛
仙
閣
摩
崖
石
刻
で
あ
る
。

　
飛
仙
閣
摩
崖
石
刻
は
、
景
勝
地
で
あ
る
朝
陽
湖
か
ら
東
流
す
る
二
郎
灘
沿
い

に
あ
り
、
北
岸
を
走
る
公
路
に
面
し
た
紅
砂
岩
の
崖
に
、
窟
籠
や
碑
・
題
刻
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
全
体
は
大
き
く
五
つ
の
区
域
に
分
け
ら
れ
、
蒲
江
県
文
物
管

理
所
で
は
、
公
路
の
南
側
、
狭
い
水
路
を
隔
て
た
島
の
小
高
い
山
の
上
を
飛
仙

洞
区
、
山
の
下
を
飛
仙
閣
区
、
公
路
を
挟
ん
だ
向
い
側
を
大
仏
坪
区
、
小
さ
な

支
流
を
西
に
越
え
た
崖
を
仙
境
崖
区
、
そ
の
西
側
の
公
路
沿
い
を
禽
星
岩
区
と

四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

称
し
て
い
る
。
窟
禽
と
碑
刻
は
一
括
し
て
、
一
九
八
三
年
に
調
査
を
行
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

た
莫
洪
貴
氏
ら
に
よ
り
第
一
号
か
ら
第
一
〇
四
号
に
編
号
さ
れ
て
い
る
が
、
筆

者
ら
が
実
施
し
た
二
〇
〇
二
年
度
の
日
中
共
同
調
査
に
よ
り
、
さ
ら
に
二
十
の

禽
を
確
認
し
、
都
合
二
一
四
件
の
現
存
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
う
ち
、

宋
・
明
・
清
な
い
し
民
国
時
代
の
碑
刻
が
計
十
二
件
、
小
規
模
な
が
ら
も
窟
形

を
成
す
も
の
が
二
件
（
第
十
九
号
と
東
隣
の
第
八
九
号
）
あ
る
ほ
か
は
、
い
ず

れ
も
大
小
の
禽
で
あ
り
、
窟
窮
の
内
外
に
刻
ま
れ
た
計
八
件
の
紀
年
銘
記
や
造

像
様
式
な
ど
か
ら
、
大
部
分
が
初
唐
後
半
か
ら
後
蜀
に
い
た
る
約
三
世
紀
問
に

制
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
か
で
も
最
も
早
い
紀
年
銘
が
永
昌
元
年
、

す
な
わ
ち
則
天
武
后
に
よ
る
武
周
革
命
を
翌
年
に
控
え
た
六
八
九
年
の
年
号
を

示
す
、
第
六
〇
号
籠
の
刻
銘
で
あ
る
。

　
こ
の
第
六
〇
号
禽
は
、
約
八
十
の
仏
禽
が
崖
面
に
上
下
二
三
段
に
わ
た
っ
て

開
馨
さ
れ
た
飛
仙
閣
区
の
中
央
辺
に
位
置
し
て
い
る
。
窮
高
は
一
七
〇
・
五
セ

ン
チ
、
幅
一
四
六
・
○
セ
ン
チ
、
奥
行
九
〇
・
七
セ
ン
チ
（
い
ず
れ
も
外
禽
の

計
測
値
。
以
下
同
様
）
。
如
来
坐
像
と
二
比
丘
・
二
菩
薩
お
よ
び
二
立
像
を
高
浮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

彫
り
し
、
禽
外
に
さ
ら
に
俗
人
像
二
体
を
配
し
た
入
念
な
作
行
き
の
二
重
禽
で
、

二
五



と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
本
尊
が
宝
冠
を
戴
き
降
魔
触
地
印
を
結
ん
だ
特

異
な
形
式
の
如
来
像
で
あ
る
点
で
あ
る
（
図
1
）
。

　
飛
仙
閣
摩
崖
に
は
同
様
の
形
式
の
宝
冠
如
来
像
が
も
う
一
例
見
ら
れ
る
。
塀

と
道
路
を
隔
て
て
第
六
〇
号
窮
の
崖
と
お
お
む
ね
向
い
あ
っ
た
大
仏
坪
区
の
第

九
号
嘉
主
尊
が
そ
れ
で
あ
る
。
第
九
号
籠
は
、
籠
高
三
二
一
セ
ン
チ
、
嘉
幅
二

六
五
セ
ン
チ
、
奥
行
一
七
ニ
セ
ン
チ
と
い
う
規
模
の
大
き
さ
に
加
え
、
二
十
三

体
も
の
尊
像
で
構
成
さ
れ
た
唐
代
の
雄
作
で
、
当
時
か
ら
こ
の
地
の
摩
崖
石
刻

の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
一
図
2
一
。
第
六
〇
号
寵
と
第
九
号
禽
、

す
な
わ
ち
最
も
早
い
紀
年
籠
と
随
一
の
規
模
内
容
を
も
つ
合
龍
と
が
、
同
じ
く
こ

の
特
殊
な
如
来
像
を
主
尊
と
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
こ
の
摩
崖
石
刻
遺
跡
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
四
川
省
文
管
会
に
よ
っ
て
初
歩

的
な
調
査
が
行
な
わ
れ
、
八
五
年
に
な
っ
て
上
述
の
莫
洪
貴
氏
が
『
四
川
文
物
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

に
ご
く
簡
単
な
紹
介
を
寄
せ
て
い
る
。
つ
い
で
、
八
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
一
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一
二
六

国
美
術
全
集
彫
塑
篇
十
二
　
四
川
石
窟
彫
塑
』
に
第
九
号
籠
が
採
録
さ
れ
、
蒲

江
県
文
物
管
理
所
の
龍
騰
氏
に
よ
る
解
説
が
付
せ
ら
れ
た
。
学
界
の
注
目
す
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
は
こ
の
頃
か
ら
で
、
ま
ず
四
川
各
地
の
石
窟
摩
崖
を
精
力

的
に
踏
査
し
て
い
た
ア
ン
ジ
ェ
ラ
H
フ
ァ
ル
コ
H
ハ
ワ
ー
ド
氏
が
、
広
元
・
安

岳
・
爽
江
・
耶
峡
地
区
の
摩
崖
に
つ
い
て
ま
と
め
た
「
四
川
の
唐
代
仏
教
彫
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

－
知
ら
れ
ざ
る
も
の
、
忘
れ
ら
れ
た
も
の
」
と
は
わ
ざ
わ
ざ
別
に
、
蒲
江
飛
仙

閣
の
み
を
取
上
げ
、
と
り
わ
け
第
九
号
籠
を
中
心
に
論
じ
た
「
四
川
蒲
江
の
仏

教
彫
刻
－
盛
唐
時
代
に
お
け
る
中
国
西
南
部
と
イ
ン
ド
と
の
直
接
的
関
係
の
反

＾
6
〕

映
」
を
八
九
年
に
発
表
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
九
三
年
に
現
地
を
訪
れ

た
ヘ
ン
リ
ク
H
ヨ
ル
ト
H
ソ
レ
ン
セ
ン
氏
は
、図2　飛仙閣第9号寵

五
年
後
に
発
表
し
た
「
四
川
蒲

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
江
飛
仙
閣
の
仏
教
彫
刻
」
で

　
ハ
ワ
ー
ド
氏
の
主
張
に
激
し

　
い
批
判
を
加
え
、
飛
仙
閣
の

　
唐
代
造
像
を
広
元
石
窟
な
ど

　
の
四
川
北
部
や
華
北
の
造
像

　
と
の
比
較
の
な
か
で
位
置
付

　
け
た
見
解
を
提
示
し
た
。
一

　
方
、
九
四
年
に
胡
文
和
氏
の

　
労
作
『
四
川
道
教
仏
教
石
窟

　
　
＾
8
〕

芸
術
』
が
上
梓
さ
れ
、
四
川

地
域
の
石
窟
摩
崖
に
関
す
る

　
網
羅
的
な
著
述
と
し
て
稗
益



さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
飛
仙
閣
摩
崖
を
他
地
区
の
造
像
と
比
較
す
る
上
で
傾

聴
す
べ
き
所
見
が
盛
ら
れ
て
い
る
。

　
筆
者
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
二
〇
〇
一
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
、
四
川

大
学
芸
術
学
院
・
成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
お
よ
び
蒲
江
県
文
物
管
理
所
と
と

も
に
、
飛
仙
閣
摩
崖
を
は
じ
め
と
す
る
蒲
江
県
内
の
全
十
四
箇
所
の
摩
崖
石
刻

に
関
す
る
日
中
共
同
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
れ
を
通
し
て
、
こ
の
飛
仙
閣
摩

崖
の
初
唐
時
代
に
お
け
る
造
像
に
つ
い
て
、
ハ
ワ
ー
ド
氏
と
も
、
ま
た
ソ
レ
ン

セ
ン
氏
と
も
少
し
く
異
な
る
見
解
を
持
つ
に
至
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
両

氏
の
所
説
に
再
検
討
を
加
え
つ
つ
、
飛
仙
閣
摩
崖
の
当
該
時
期
の
造
像
に
つ
い

て
唐
朝
の
中
央
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
た
彫
刻
史
的
位
置
付
け
を
試
み
て
み

　
＾
9
一

た
い
。

二
　
飛
仙
閣
摩
崖
第
六
〇
号
禽
の
造
像
銘
と
尊
像

　
飛
仙
閣
摩
崖
に
お
け
る
初
唐
時
代
の
造
像
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
重

視
す
べ
き
窮
が
、
基
準
作
例
と
な
る
永
昌
元
年
銘
の
第
六
〇
号
籠
で
あ
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、
そ
の
造
像
銘
と
籠
像
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
六
〇
号
禽
は
、
寵
の
右
側
上
方
に
大
き
く
樹
木
の
根
が
張
る
が
、
幸
い
内

外
二
重
の
合
龍
形
は
ほ
ぼ
完
存
し
、
尊
像
も
一
部
に
磨
耗
が
あ
る
も
の
の
概
ね
完

好
で
あ
る
。
外
籠
の
籠
楯
は
最
上
部
左
右
に
鳥
頭
を
あ
し
ら
っ
た
重
檜
屋
形
と

し
、
内
籠
禽
相
は
帷
帳
形
に
つ
く
る
。
問
題
の
造
像
銘
は
、
内
禽
外
側
の
左
壁
、

浮
彫
り
さ
れ
た
帷
帳
の
側
に
三
本
の
界
線
を
設
け
、
二
行
に
わ
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

　
　
永
昌
元
年
五
月
為
　
　
　
　
　
天
皇
天
后
敬

　
　
造
瑞
像
壼
藷
王
□
□
合
家
大
小
口
通
供
養

と
刻
ん
で
い
る
。
「
天
皇
天
后
」
の
語
句
の
上
は
、
お
よ
そ
五
字
分
欠
字
と
し
て

い
る
。
摩
滅
の
た
め
に
肉
眼
で
は
判
じ
難
い
箇
所
が
あ
る
せ
い
か
、
当
該
像
に

つ
い
て
の
最
初
の
紹
介
文
で
あ
る
前
掲
の
莫
洪
貴
氏
「
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
造

像
」
で
は
、
銘
文
に
関
す
る
言
及
は
な
く
、
胡
文
和
氏
は
わ
ず
か
に
「
永
昌
元

年
（
六
八
九
）
の
造
像
残
記
一
件
（
永
の
字
は
頗
る
模
糊
）
」
と
記
す
に
と
ど
ま

る
。
ソ
レ
ン
セ
ン
氏
は
、
第
九
号
禽
と
と
も
に
こ
の
第
六
〇
号
禽
を
重
視
し
て

尊
像
の
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
に
紙
数
を
割
い
て
お
り
、
銘
文
に
つ
い
て
は
、

「
永
昌
元
年
五
月
為
天
皇
天
后
敬
造
瑞
像
一
寵
」
と
読
ん
で
い
る
。
同
氏
は

「
王
」
字
以
下
を
記
述
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
際
、
二
行
目
は
か
な
り
剥

落
・
摩
滅
が
進
ん
で
い
る
も
の
の
、
二
〇
〇
二
年
十
月
の
共
同
調
査
で
四
川
大

学
の
調
査
隊
が
採
っ
た
拓
本
に
よ
れ
ば
、
か
な
り
明
瞭
に
槽
書
体
の
字
句
が
判

読
で
き
る
の
で
あ
る
（
図
3
）
。

　
対
す
る
右
壁
に
も
ど
う
や
ら
刻
銘
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
岩
の
表
面
の

剥
離
と
摩
損
の
た
め
、
辛
う
じ
て
「
信
錆
」
の
二
文
字
の
み
が
観
察
で
き
る
。

「
鑑
」
字
は
、
第
六
〇
号
籠
の
直
下
に
あ
る
第
五
九
号
籠
の
開
元
年
間
の
造
像
銘

　
　
　
　
　
　
　
＾
皿
）

末
尾
に
も
認
め
ら
れ
、
籠
像
を
彫
っ
た
人
物
の
名
前
に
続
け
て
記
し
て
い
る
も

の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
時
代
は
宋
代
ま
で
下
る
も
の
の
大
足
地
区
の
摩
崖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

石
刻
に
も
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
、
工
匠
名
の
検
出
に
資
し
て
い
る
。
二
文
字
の

み
の
残
存
で
は
、
こ
れ
が
左
壁
の
造
像
銘
と
一
連
の
も
の
か
否
か
を
含
め
解
釈

の
方
途
が
な
い
が
、
こ
こ
で
も
あ
る
い
は
工
匠
の
名
を
記
し
た
可
能
性
を
無
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



図3　第60号禽造像銘

と
し
な
い
。

　
左
壁
の
銘
文
は
、
開
襲
の
年
月
、
造
像
対
象
者
、
造
像
の
内
容
、
発
願
者
名

か
ら
な
る
ご
く
簡
素
な
、
一
般
的
形
式
に
則
っ
た
造
像
銘
で
、
情
報
量
は
多
く

な
い
の
で
あ
る
が
、
「
永
昌
元
年
五
月
」
と
い
う
年
紀
と
と
も
に
、
「
天
皇
天
后
」

「
瑞
像
壼
籠
」
と
い
う
語
句
は
問
題
に
す
る
に
足
ろ
う
。

　
永
昌
元
年
（
六
八
九
）
は
、
唐
朝
容
宗
の
代
で
は
あ
る
が
、
実
際
は
則
天
武

后
が
容
宗
を
名
目
の
皇
帝
と
し
て
称
制
す
る
こ
と
五
年
目
に
当
た
る
。
則
天
武

后
が
事
実
上
政
務
を
執
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
顕
慶
五
年
（
六
六
〇
一
十
月

頃
か
ら
で
、
ほ
ど
な
く
そ
の
権
力
は
皇
帝
高
宗
を
し
の
ぐ
も
の
と
な
る
。
永
昌

元
年
の
六
年
前
の
弘
道
元
年
（
六
八
三
）
十
二
月
に
高
宗
が
崩
御
す
る
や
、
皇

太
子
李
顕
（
の
ち
の
哲
。
中
宗
）
が
即
位
す
る
が
、
皇
太
后
と
な
っ
た
武
則
天

は
自
ら
臨
朝
し
、
翌
年
二
月
に
は
顕
を
廃
し
て
豫
王
李
旦
一
輪
と
も
。
容
宗
一

を
即
位
さ
せ
た
う
え
で
、
実
権
を
掌
握
し
た
。
造
像
銘
の
前
年
垂
挟
四
年
（
六

二
八

八
八
一
か
ら
は
、
乾
元
殿
を
駿
し
て
そ
の
地
に
明
堂
な
る
大
建
築
を
建
立
し
、

洛
水
か
ら
「
聖
母
臨
人
、
永
昌
帝
業
」
と
い
う
文
言
の
あ
る
瑞
石
を
得
た
と
称

し
て
、
「
聖
母
神
皇
」
の
尊
号
を
加
え
る
な
ど
の
一
方
、
唐
宗
室
の
諸
王
連
枝
の

粛
清
は
ま
す
ま
す
苛
烈
を
極
め
た
。
永
昌
の
年
号
は
「
天
授
聖
図
」
と
よ
ば
れ

た
こ
の
瑞
石
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
造
像
銘
の
翌
年
七
月
に
は
、

神
皇
受
命
を
う
た
う
『
大
雲
経
疏
』
の
表
上
が
あ
っ
て
天
下
諸
州
に
大
雲
寺
が

置
か
れ
、
九
月
九
日
、
つ
い
に
武
則
天
は
国
号
を
周
と
改
め
聖
神
皇
帝
と
号
し

て
即
位
す
る
に
至
る
。
第
六
〇
号
籠
が
開
襲
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
武
周

革
命
前
夜
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
造
像
年
代
に
不
可
分
に
関
わ
っ
て
く
る
の
が
、
造
像
の
対
象
者
を
い
う

「
為
天
皇
天
后
」
の
語
句
で
あ
る
。
「
皇
帝
を
天
皇
と
称
し
、
皇
后
を
天
后
と
称

す
」
と
す
る
制
は
、
則
天
武
后
の
権
力
が
完
全
に
皇
帝
高
宗
を
圧
倒
し
た
高
宗

朝
後
期
の
成
亨
五
年
（
六
七
四
）
に
発
布
さ
れ
、
同
時
に
上
元
と
改
元
さ
れ
た
。

天
皇
天
后
と
は
、
し
た
が
っ
て
高
宗
と
則
天
武
后
を
指
す
が
、
両
人
の
た
め
に

造
像
し
た
と
称
す
る
の
は
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
が
、
王
朝
の
都
か
ら

隔
た
っ
た
蜀
の
、
し
か
も
益
都
な
ら
ぬ
地
方
の
一
県
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
何

を
意
味
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
上
述
の
通
り
第
六
〇
号
奮
が
制
作
さ
れ
た
と

い
う
永
昌
元
年
の
時
点
で
は
、
天
皇
た
る
高
宗
は
崩
御
し
て
六
年
も
経
っ
て
お

り
、
武
則
天
も
無
論
す
で
に
天
后
で
は
な
く
、
皇
太
后
の
称
に
替
わ
っ
て
堂
々

と
神
皇
（
聖
母
神
皇
）
を
号
し
て
い
る
。
第
六
〇
号
禽
の
造
像
対
象
者
と
し
て

天
皇
天
后
を
挙
げ
る
の
は
、
た
い
へ
ん
奇
妙
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
「
王
氏
」
が
つ
く
っ
た
尊
像
を
、
造
像
銘
二
行
目



で
は
「
瑞
像
壼
籠
」
と
記
す
。
尊
名
を
挙
げ
ず
に
「
瑞
像
」
と
称
し
て
い
る
点

も
ま
た
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
、
尊
像
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
諸
尊
の
構
成
を
概
観
し
た
う
え
で
、
問
題
の
中
尊
の
像
容
に
つ
い
て

や
や
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

　
第
六
〇
号
籠
は
二
重
合
龍
で
、
内
籠
中
央
に
如
来
坐
像
、
そ
の
左
右
に
一
段
高

い
台
を
造
り
出
し
、
老
若
の
比
丘
立
像
を
半
肉
彫
り
で
あ
ら
わ
す
。
左
側
の
老

相
の
比
丘
は
合
掌
し
、
右
の
若
相
像
は
中
尊
に
顔
を
向
け
て
両
手
で
未
敷
蓬
華

の
茎
を
握
り
、
と
も
に
浅
浮
彫
り
の
円
光
を
も
つ
。
そ
の
左
右
、
側
壁
へ
の
湾

曲
部
に
、
菩
薩
立
像
を
配
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
水
瓶
と
宝
相
華
ら
し
い
持
物
（
破

損
）
を
執
り
、
宝
珠
形
頭
光
を
も
つ
。

　
両
側
壁
に
は
、
半
袖
で
腰
丈
の
杉
を
右
祇
に
着
て
、
円
領
の
内
衣
と
長
楯
を

つ
け
履
を
は
い
た
一
対
の
立
像
を
半
肉
彫
り
す
る
。
摩
損
し
て
不
分
明
な
と
こ

ろ
が
多
い
が
、
右
壁
の
像
は
左
手
を
肩
横
に
挙
げ
屈
曲
し
た
茎
状
の
持
物
を
執

る
よ
う
で
あ
る
。
法
量
は
比
丘
像
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
光
背
は
も
た
ず
、
供

養
の
天
部
像
と
み
て
お
き
た
い
。

　
ま
た
嘉
口
の
外
側
左
右
に
は
俗
服
の
人
物
像
を
高
浮
彫
り
す
る
。
比
丘
・
菩

薩
像
が
唐
代
前
半
期
に
広
く
一
般
的
に
見
ら
れ
る
図
像
形
式
の
範
曉
に
あ
る
の

に
対
し
、
こ
の
一
対
は
特
異
で
あ
る
。
左
像
は
、
頭
部
に
髭
を
結
い
、
面
部
は

磨
耗
す
る
が
半
ば
開
口
し
、
口
脇
に
駿
を
刻
み
、
頸
部
の
筋
・
鎖
骨
を
あ
ら
わ

し
て
老
相
に
つ
く
る
。
左
手
は
緩
く
屈
腎
し
て
肩
側
に
挙
げ
、
先
細
の
棒
状
持

物
を
握
る
。
右
手
は
上
着
の
袖
を
肘
ま
で
捲
り
上
げ
て
筋
骨
の
浮
い
た
前
腕
を

露
に
し
、
第
二
指
－
第
五
指
を
揃
え
て
伸
ば
し
、
腰
に
添
え
る
。
腰
を
軽
く
右

　
　
　
　
　
　
四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

方
へ
引
き
、
左
足
を
や
や
左
へ
踏
み
出
し
て
方
形
の
台
上
に
正
面
向
き
に
立
つ
。

着
衣
は
俗
服
で
、
縦
嚢
の
内
衣
の
上
に
上
着
を
右
柱
に
着
、
脛
ま
で
の
丈
の
短

楯
を
つ
け
、
腰
の
布
紐
を
腹
前
で
結
ん
で
左
右
先
を
両
膝
聞
に
垂
ら
す
。
裾
の

下
に
括
り
膝
の
筒
袴
を
は
き
、
舟
形
の
鳥
を
履
い
て
い
る
。
一
方
の
右
像
は
、

頭
頂
に
双
髪
を
結
い
、
顎
に
括
り
線
を
刻
ん
だ
豊
頬
の
若
相
で
あ
る
。
三
道
も

線
刻
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
左
手
を
緩
く
体
側
に
垂
下
し
第
二
指
－
第
五
指
を

屈
し
て
円
形
の
持
物
（
宝
珠
か
？
）
を
掌
に
載
せ
る
。
右
手
は
緩
く
屈
腎
し
第

二
指
と
第
三
指
の
み
を
揃
え
て
伸
ば
し
、
上
方
を
指
さ
す
。
方
形
の
台
上
に
概

ね
直
立
す
る
が
右
脚
を
ご
く
軽
く
遊
脚
と
し
て
い
る
。
着
衣
は
、
縦
嚢
の
あ
る

円
領
の
内
衣
を
つ
け
、
パ
ル
メ
ッ
ト
形
に
割
ら
れ
た
襟
を
も
つ
大
袖
の
上
着
を

右
祖
に
着
る
。
長
楯
を
つ
け
腰
で
折
り
返
し
て
縦
嚢
を
畳
み
、
腰
の
布
紐
を
腹

前
に
結
ん
で
左
右
先
を
両
膝
問
に
垂
ら
す
。
楯
裾
に
は
罵
が
覗
い
て
い
る
。
両

像
と
も
光
背
は
も
た
な
い
。

　
こ
の
二
体
の
像
の
解
釈
は
難
し
い
。
ソ
レ
ン
セ
ン
は
左
像
を
老
人
、
右
像
を

「
若
い
少
年
」
と
し
、
た
い
へ
ん
控
え
め
な
言
い
方
で
善
財
童
子
と
そ
の
師
の
一

人
か
、
と
し
て
い
る
が
、
後
者
の
双
髪
像
の
性
別
は
不
分
明
で
、
む
し
ろ
老
若

の
男
女
を
一
対
と
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
尊
像
群
の
な
か
に
あ
っ
て
最

も
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
像
は
、
し
ば
し
ば
発
願
者
自
身
を
供
養
者
像
と
し

て
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
武
器
ら
し
き
持
物
を
執
り
足
を
開
い
て
正
面
向
き

に
立
つ
姿
は
、
通
例
の
供
養
者
像
と
は
異
質
な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
禽
口

の
左
右
に
こ
う
し
た
俗
服
の
人
物
像
を
配
す
る
や
り
方
は
、
第
九
号
禽
に
も
認

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

一
二
九



　
さ
て
、
肝
心
の
中
尊
は
、
宣
字
形
台
座
に
坐
し
た
触
地
印
の
宝
冠
如
来
像
で

あ
る
。
宝
冠
は
三
面
頭
飾
形
で
、
正
面
の
対
葉
文
に
か
こ
ま
れ
た
円
換
形
の
窪

み
に
、
蓮
華
に
坐
す
禅
定
印
の
化
仏
を
浮
彫
り
す
る
。
髪
際
は
毛
筋
を
線
刻
し

た
疎
彫
り
と
す
る
が
、
側
頭
部
は
粗
く
成
形
す
る
だ
け
と
し
、
肉
髪
は
つ
く
ら

な
い
。
面
部
は
鼻
先
に
欠
損
あ
る
ほ
か
は
保
存
状
態
が
良
く
、
目
は
下
瞼
を
ほ

ぼ
水
平
線
で
、
上
瞼
を
上
向
き
の
浅
い
弧
線
で
あ
ら
わ
し
、
鼻
は
鼻
翼
の
張
り

が
小
さ
く
、
口
唇
は
小
さ
く
結
ぶ
。
白
毫
は
あ
ら
わ
さ
な
い
。
頬
を
下
膨
れ
に

つ
く
り
、
顎
の
上
下
を
弧
線
で
括
っ
て
肉
付
き
の
豊
か
さ
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、

三
道
も
適
度
な
立
体
性
を
も
っ
て
彫
成
さ
れ
て
い
る
。
総
じ
て
温
雅
で
明
朗
な

表
情
で
あ
る
（
図
4
）
。

　
体
躯
は
骨
格
・
肉
付
き
と
も
自
然
な
表
現
で
、
腰
を
や
や
絞
り
腹
を
軽
く
突

き
出
し
右
脚
を
上
に
し
て
結
跡
朕
坐
し
、
両
足
裏
と
も
露
出
す
る
。
左
手
は
五

指
を
揃
え
て
掌
を
上
に
向
け
左
大
腿
上
に
置
く
。
右
手
は
第
二
指
－
第
五
指
を

揃
え
て
伸
ば
し
第
一
指
は
や
や
離
し
て
右
膝
上
に
伏
せ
る
。
袈
裟
は
偏
祖
右
肩

に
ま
と
い
、
右
肩
を
完
全
に
露
出
す
る
。
腹
部
に
は
連
珠
文
を
あ
し
ら
っ
た
帯

を
締
め
、
裳
裾
は
膝
下
に
た
く
し
込
ん
で
台
座
に
は
懸
け
な
い
。
装
身
具
は
宝

冠
の
ほ
か
に
耳
蟷
を
つ
け
、
右
上
膵
に
細
か
な
蕨
手
を
め
ぐ
ら
せ
た
楕
円
形
の

腎
釧
を
つ
け
る
。

　
な
お
、
彩
色
に
つ
い
て
は
衣
や
宝
冠
、
光
背
な
ど
に
残
っ
て
い
る
が
、
袈
裟

の
胸
元
で
は
本
来
表
地
で
あ
る
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
花
文
を
配
し
た
白
緑
に
賦

彩
し
て
折
り
返
し
部
の
よ
う
に
表
す
な
ど
、
粗
雑
な
誤
り
が
目
立
っ
。
第
六
〇

号
籠
の
西
に
位
置
す
る
第
五
五
号
禽
内
に
刻
ま
れ
た
銘
記
に
よ
れ
ば
、
清
朝
嘉

一
一
一
一
〇

図4　第60号窮中尊頭部

慶
十
五
年
（
一
八
一
〇
）
に
こ
れ
ら
の
仏
禽
を
重
修
彩
色
し
た
と
い
い
、
六
〇

号
籠
を
は
じ
め
と
す
る
主
だ
っ
た
寵
の
彩
色
は
、
そ
の
時
に
施
さ
れ
た
も
の
と

見
ら
れ
る
。

　
台
座
は
方
形
の
上
桓
・
二
段
葺
受
花
・
腰
・
三
段
下
桓
か
ら
な
る
宣
字
座
で
、

腰
部
は
左
右
端
に
束
を
立
て
正
面
中
央
に
格
狭
間
を
設
け
る
。
光
背
は
楕
円
形

の
頭
光
と
し
、
内
側
に
放
射
状
の
鋸
歯
文
、
周
囲
に
十
二
箇
の
小
判
形
の
装
飾

　
　
　
　
　
＾
些

を
浅
浮
彫
り
す
る
。
こ
う
し
た
人
目
を
引
く
大
仰
な
光
背
の
意
匠
は
、
如
来
坐

像
の
調
和
の
と
れ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
円
満
な
相
好
か
ら
看
取
さ
れ
る
、
い

か
に
も
都
ぶ
り
と
い
っ
て
良
い
よ
う
な
洗
練
さ
れ
た
趣
と
は
、
少
な
か
ら
ず
ち

ぐ
は
ぐ
な
印
象
を
受
け
る
。
事
実
、
放
射
状
の
鋸
歯
文
で
光
輝
を
表
す
や
り
方

は
、
龍
門
石
窟
や
長
安
周
辺
の
唐
代
造
像
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
の
で
あ

る
。
も
っ
と
も
、
飛
仙
閣
摩
崖
で
は
六
〇
号
嘉
と
き
わ
め
て
類
似
す
る
第
九
号

寵
は
も
と
よ
り
、
中
唐
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
第
三
七
号
奮
主
尊
な
ど
に
も
用



い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
先
行
す
る
こ
れ
ら
宝
冠
如
来
像
の
例
に
倣
っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
形
式
は
ま
た
、
四
川
盆
地
北
部
の
広
元
（
千
仏
崖
第
八
六

号
禽
脇
侍
比
丘
像
な
ど
）
、
西
部
の
丹
稜
（
鶏
公
山
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
）
や
耶

疎
一
石
筍
山
第
二
八
号
籠
な
ど
一
、
東
部
の
安
岳
一
臥
仏
院
第
七
六
号
籠
な
ど
）

と
い
っ
た
広
い
地
域
で
晩
唐
期
に
至
る
ま
で
し
ば
し
ば
散
見
さ
れ
る
意
匠
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
四
川
の
諸
地
域
に
お
い
て
も
、
唐
代
の
如
来
像
の
光
背

と
し
て
最
も
一
般
的
な
形
は
、
中
原
と
同
様
に
、
入
念
な
作
で
あ
れ
ば
内
区
を

蓮
華
と
し
外
縁
部
を
火
焔
文
と
し
た
宝
珠
形
頭
光
で
あ
る
。

　
楕
円
形
頭
光
の
周
縁
に
付
加
さ
れ
た
小
判
形
装
飾
も
ま
た
、
第
九
号
窮
に
類

似
す
る
意
匠
が
見
ら
れ
る
。
九
号
寵
の
も
の
に
つ
い
て
、
ハ
ワ
ー
ド
氏
は
「
十

三
個
の
蓮
華
上
の
小
坐
仏
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
実
際
は
蓼
の
よ
う
な
受
花
に

二
重
の
楕
円
が
載
っ
た
形
を
十
五
個
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
り
、
坐
仏
は
認
め

ら
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
一
見
、
頭
光
外
縁
部
に
配
さ
れ
た
化
仏
の
写
し
崩
し
の

よ
う
に
も
見
え
る
が
、
や
は
り
宝
冠
触
地
印
如
来
像
で
あ
る
広
元
千
仏
崖
第
三

　
　
＾
1
4
一

六
六
窟
一
通
称
菩
提
瑞
像
禽
一
中
尊
に
も
、
楕
円
形
頭
光
の
周
囲
に
こ
れ
に
近

い
半
円
形
装
飾
が
小
坐
仏
十
一
体
と
と
も
に
浮
彫
り
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

化
仏
と
は
別
の
装
飾
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
九
号
禽
の
例
と
ほ
と
ん
ど
同
形
の
意
匠
が
、
や
は
り
四
川
北
部
の
巴
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

石
窟
南
禽
第
八
七
号
禽
の
観
音
像
光
背
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
こ

の
禽
は
、
玄
宗
と
と
も
に
入
蜀
し
、
成
都
丑
ノ
・
剣
南
節
度
使
を
二
度
に
わ
た
っ

　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

て
拝
官
し
た
厳
武
が
父
挺
之
の
た
め
に
造
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
蜀
土
頗
る

珍
産
饒
か
な
れ
ば
、
武
、
著
摩
を
窮
極
す
」
と
『
旧
唐
書
』
に
記
さ
れ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

に
、
在
蜀
中
に
富
と
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
た
彼
が
、
巴
中
石
窟
の
造
営
の

推
進
者
と
し
て
果
た
し
た
役
割
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
川
北
地
区
の
広

元
・
巴
中
の
造
像
様
式
や
図
像
形
式
の
な
か
に
、
唐
朝
の
中
心
で
あ
る
長
安
周

辺
や
申
原
地
域
の
様
式
・
図
像
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
は
、
厳
武
に

代
表
さ
れ
る
中
央
出
身
の
高
官
ら
の
関
与
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
で

は
、
四
川
の
中
心
地
た
る
成
都
や
そ
の
周
辺
地
区
に
お
け
る
唐
代
前
半
期
の
造

像
は
、
川
北
地
区
の
状
況
、
ひ
い
て
は
長
安
・
洛
陽
な
ど
中
央
で
の
状
況
と
い

か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
。
成
都
近
郊
の
蒲
江
県
に
位
置
す
る
飛
仙
閣
摩
崖

は
、
そ
れ
を
捉
え
る
上
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
遺
例
で
あ
り
、
な
か
で
も
有
効
な

鍵
と
な
る
の
が
こ
の
第
六
〇
号
寵
と
第
九
号
籠
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
基

準
作
例
た
る
第
六
〇
号
竈
と
比
較
し
つ
つ
、
第
九
号
禽
の
中
尊
の
図
像
的
特
徴

を
簡
単
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

三
　
第
九
号
禽
の
尊
像
と
ハ
ワ
ー
ド
説

　
第
九
号
禽
は
三
重
禽
で
、
内
禽
の
基
壇
中
央
に
宝
冠
如
来
坐
像
、
左
右
に
老

若
の
比
丘
立
像
と
菩
薩
像
を
彫
成
す
る
が
、
菩
薩
を
両
脚
を
下
し
て
ゆ
っ
た
り

と
腰
掛
け
る
並
脚
符
坐
像
と
す
る
点
は
、
立
像
で
あ
る
第
六
〇
号
禽
と
の
大
き

　
　
　
　
　
（
〃
）

な
相
違
で
あ
る
。
左
右
側
壁
に
は
禽
口
寄
り
に
着
甲
の
天
王
立
像
を
高
浮
彫
り

　
　
　
　
＾
1
8
）

で
あ
ら
わ
し
、
そ
の
奥
に
半
肉
彫
り
の
比
丘
立
像
を
配
す
る
。
ま
た
内
禽
壁
面

を
填
め
る
よ
う
に
天
龍
八
部
衆
な
ど
計
十
体
の
尊
像
を
浮
彫
し
、
天
井
に
は
中

尊
の
頭
光
の
上
方
に
枝
葉
を
茂
ら
せ
る
樹
木
と
、
禽
口
の
方
を
向
い
て
散
華
す

一
一
一
一
一



る
天
人
を
線
刻
す
る
。
さ
ら
に
、
籠
口
の
外
側
左
右
に
一
対
の
俗
服
の
人
物
像

と
獅
子
、
外
禽
の
外
に
は
力
士
像
を
高
浮
彫
り
す
る
。

　
中
尊
は
、
大
ぶ
り
の
三
面
頭
飾
形
の
高
い
宝
冠
を
戴
く
（
図
5
）
。
正
面
よ
り

も
左
右
の
頭
飾
の
方
が
大
き
く
、
そ
れ
ぞ
れ
円
洪
形
の
窪
み
に
蓮
華
上
に
合
掌

し
て
坐
す
小
像
を
あ
ら
わ
し
、
周
囲
に
蕨
手
文
を
飾
る
。
冠
帯
を
耳
の
後
か
ら

両
肩
前
ま
で
垂
ら
す
。
地
髪
部
は
六
〇
号
籠
像
と
は
異
な
り
螺
髪
を
刻
ん
で
お

り
、
髪
際
線
は
ほ
ぼ
水
平
に
あ
ら
わ
す
。
面
部
は
下
膨
れ
で
顎
の
括
り
線
を
刻

む
。
緩
い
段
差
を
つ
け
る
こ
と
で
表
現
し
た
眉
、
下
瞼
を
水
平
線
、
上
瞼
を
上

向
き
の
浅
い
弧
線
で
あ
ら
わ
し
た
切
れ
長
の
目
、
鼻
翼
の
張
り
の
小
さ
な
鼻
、

小
さ
く
結
ば
れ
た
口
唇
な
ど
の
面
貌
表
現
は
六
〇
号
籠
像
に
近
い
が
、
面
部
に

対
す
る
宝
冠
の
長
大
さ
や
頸
部
の
長
さ
と
い
っ
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
、
六
〇

号
籠
像
と
は
異
な
る
。

　
体
躯
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
六
〇
号
禽
像
と
比
較
す
る
と
や
や
胴
が
長

い
が
、
腰
を
絞
り
下
腹
を
軽
く
突
き
出
す
の
は
同
様
で
あ
り
、
右
脚
を
上
に
し

て
高
い
宣
字
形
台
座
に
践
坐
す
る
。
左
手
は
五
指
を
揃
え
掌
を
上
に
し
て
腹
前

の
右
足
裏
上
に
置
く
。
右
腕
は
肩
先
以
下
を
欠
失
し
、
ご
く
近
年
に
粗
悪
な
補

作
が
施
さ
れ
た
。
『
中
国
美
術
全
集
』
所
収
の
補
作
以
前
の
図
版
に
よ
れ
ば
、
腎

釧
を
着
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
当
初
の
手
勢
は
六
〇
号
籠
と
同
様
の
降
魔
触

地
印
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
が
、
右
膝
に
は
衣
文
が
彫
ら
れ

て
い
て
欠
失
痕
が
見
当
た
ら
な
い
点
、
や
や
不
審
が
残
る
。
た
だ
、
同
図
版
に

見
え
る
か
つ
て
の
修
補
時
の
柄
穴
の
位
置
か
ら
す
る
と
、
、
当
初
よ
り
腕
を
垂

下
す
る
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

一
三
二

図5　飛仙閣第9号窮中尊

　
着
衣
は
、
袈
裟
を
偏
担
右
肩
に
ま
と
い
右
肩
を
露
わ
に
し
て
、
腹
部
に
帯
を

締
め
る
。
左
肩
に
見
せ
た
袈
裟
の
折
返
し
部
の
形
や
、
右
胸
部
を
あ
ま
り
寛
げ

ず
に
右
腋
の
高
い
位
置
で
衣
を
背
後
へ
ま
わ
す
表
現
は
、
六
〇
号
禽
の
中
尊
に

近
い
が
、
衣
文
表
現
は
両
者
で
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
六
〇
号
合
龍
像
で
は
腹

部
で
衣
文
が
弧
形
を
描
く
の
に
対
し
、
九
号
寵
像
は
左
肩
か
ら
右
脇
に
か
け
て

斜
線
を
連
ね
る
よ
う
に
あ
ら
わ
し
、
左
腕
や
膝
前
の
衣
文
に
つ
い
て
も
後
者
に

は
あ
る
種
の
硬
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
六
〇
号
禽
像
に
は
な

か
っ
た
太
い
円
環
形
の
胸
飾
が
、
身
体
の
起
伏
に
沿
う
様
子
の
な
い
こ
と
も
、

前
者
の
柔
和
な
穏
や
か
さ
と
は
異
な
る
印
象
を
与
え
て
い
る
。
台
座
は
、
六
〇

号
禽
像
よ
り
も
装
飾
的
で
は
あ
る
が
基
本
形
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
当

像
に
は
マ
カ
ラ
や
獅
子
・
ハ
ン
サ
な
ど
の
怪
獣
装
飾
の
あ
る
背
障
が
付
属
し
て

お
り
、
前
に
触
れ
た
奇
妙
な
頭
光
と
相
侯
っ
て
中
尊
が
あ
た
か
も
豪
華
な
玉
座

に
坐
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。



　
さ
て
、
こ
の
如
来
像
の
尊
名
に
つ
い
て
、
諸
氏
の
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
。

『
中
国
美
術
全
集
』
に
お
け
る
龍
騰
氏
は
、
弥
勒
仏
で
あ
る
と
し
、
そ
の
後
刊
行

さ
れ
た
『
中
国
西
南
石
窟
芸
術
』
の
著
者
劉
長
久
氏
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
い

（
1
9
）る

。
龍
騰
氏
は
お
そ
ら
く
、
戴
冠
し
た
姿
で
玉
座
の
ご
と
き
台
座
に
践
坐
す
る

君
王
的
印
象
の
強
い
尊
容
か
ら
、
「
慈
氏
越
古
金
輸
聖
神
皇
帝
」
と
号
し
て
、
過

去
世
に
王
と
な
り
国
人
を
慈
育
し
た
た
め
慈
氏
と
称
し
た
と
い
う
弥
勒
仏
と
自

ら
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
武
則
天
に
注
目
し
、
武
則
天
時
代
の
弥
勒
仏
造

立
の
気
運
を
こ
の
像
の
背
景
に
想
定
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
図
像
の
う
え
で
は

こ
れ
を
弥
勒
と
す
る
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。

　
一
方
、
ソ
レ
ン
セ
ン
は
盧
舎
那
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
華
厳

経
に
説
く
釈
迦
の
成
道
時
の
絶
対
的
な
姿
－
神
的
仏
身
で
あ
る
報
身
と
し
て
の

超
越
的
な
偉
容
が
、
宝
冠
や
装
身
具
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
と
解
釈
し
、
こ
れ

ら
の
宝
冠
触
地
印
像
を
八
世
紀
以
降
の
真
言
密
教
の
流
行
に
先
駆
け
た
密
教
尊

像
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
龍
門
石
窟
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
同
形
式
の

像
を
大
日
如
来
と
解
す
る
研
究
者
は
少
な
く
な
く
、
中
で
も
常
青
氏
は
飛
仙
閣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
二
例
に
つ
い
て
も
大
日
如
来
で
あ
る
と
す
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ワ
ー
ド
氏
は
こ
れ
を
釈
迦
仏
と
す
る
。
同
氏
は
特
に
九

号
禽
の
中
尊
を
、
釈
迦
の
成
道
処
で
あ
る
イ
ン
ド
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
本
尊
像
に

由
来
し
た
、
パ
ー
ラ
朝
時
代
の
宝
冠
釈
迦
仏
の
直
接
的
影
響
の
も
と
に
作
ら
れ

た
も
の
と
推
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
大
精
舎
の
本
尊
像
は
、
『
大
唐
西
域
記
』
巻
八
に
よ
れ
ば
、
右
足

を
上
に
し
て
結
跡
践
坐
し
、
左
手
を
敷
め
右
手
を
垂
れ
た
姿
で
あ
っ
た
。
同
書

四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

に
み
え
る
造
像
説
話
で
は
、
工
人
に
化
身
し
た
弥
勒
菩
薩
が
手
ず
か
ら
釈
迦
の

降
魔
成
道
の
姿
を
図
写
し
て
塑
作
し
、
信
者
た
ち
が
未
完
成
の
部
分
を
寄
進
し

た
衆
宝
で
填
め
る
な
ど
、
交
々
に
厳
飾
し
た
と
い
う
。
仏
蹟
の
な
か
で
も
筆
頭

の
地
に
あ
っ
た
こ
の
著
名
像
は
、
玄
笑
や
王
玄
策
・
義
浄
ら
初
唐
時
代
の
入
竺

巡
礼
者
に
よ
っ
て
知
見
や
模
写
図
・
模
刻
像
が
長
安
や
洛
陽
に
も
た
ら
さ
れ
、

競
っ
て
模
作
さ
れ
て
大
い
に
流
行
し
た
と
い
う
。
武
則
天
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
か

け
て
集
中
し
て
見
ら
れ
る
触
地
印
如
来
像
の
現
在
作
例
、
こ
と
に
宝
冠
や
胸
飾
、

腎
釧
等
で
飾
ら
れ
た
姿
を
示
す
像
例
に
つ
い
て
は
、
尊
格
を
慎
重
に
検
討
す
る

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
〕

必
要
が
あ
る
も
の
の
、
図
像
の
淵
源
が
こ
の
釈
迦
成
道
像
に
発
す
る
こ
と
は
間

　
　
　
＾
2
2
）

違
い
な
い
。
飛
仙
閣
摩
崖
の
第
六
〇
号
寵
、
第
九
号
籠
の
中
尊
は
、
ま
さ
し
く

そ
う
し
た
一
連
の
作
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
よ
か
ろ
う
。
と
り
わ
け
永
昌
元
年
銘

の
第
六
〇
号
禽
像
は
、
記
年
銘
の
あ
る
中
国
の
触
地
印
如
来
像
の
な
か
で
も
最

も
早
い
作
例
な
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
ハ
ワ
ー
ド
氏
が
当
該
論
文
で
も
っ
と
も
強
く
主
張
し
て
い
る
部
分
、

す
な
わ
ち
パ
ー
ラ
朝
の
図
像
の
影
響
が
直
接
こ
の
地
に
及
ん
だ
と
い
う
説
に
つ

い
て
は
、
賛
同
し
か
ね
る
。
同
氏
は
、
問
題
の
触
地
印
如
来
像
の
作
例
が
龍
門

石
窟
雷
鼓
台
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
触
れ
、
雷
鼓
台
像
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
グ
プ

タ
様
式
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
飛
仙
閣
の
作
例
は
八
世
紀
中
期
の
パ
ー
ラ
様

式
だ
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
を
、
先
述
し
た
中
尊
の
背
障
意
匠

が
東
イ
ン
ド
・
ビ
ハ
ー
ル
の
パ
ー
ラ
朝
期
の
作
例
に
し
ば
し
ば
見
出
せ
る
こ
と

に
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
パ
ー
ラ
様
式
の
当
地
へ
の
波
及
に
つ
い
て
、
東
イ

ン
ド
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
、
雲
南
を
経
由
し
て
成
都
へ
い
た
る
交
易

二
一
一
一
一
一



路
の
重
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。

　
同
氏
の
い
う
「
イ
ン
ド
・
四
川
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
が
唐
代
に
仏
教
の
交
流
の

う
え
で
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
例
え
ば
義
浄
撰
述
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧

伝
』
巻
上
の
新
羅
僧
慧
輸
の
伝
に
附
し
て
、
唐
僧
二
十
人
ば
か
り
が
「
蜀
川
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

戦
道
従
り
出
で
て
莫
詞
菩
提
の
礼
拝
に
向
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
う
う
か
が

え
る
。
し
か
し
こ
の
交
易
路
が
成
都
地
域
に
イ
ン
ド
の
新
図
像
を
直
接
も
た
ら

し
た
と
し
て
も
、
九
号
籠
が
パ
ー
ラ
朝
に
行
わ
れ
た
図
像
を
採
用
す
る
に
は
、

九
号
籠
の
造
像
年
代
を
早
く
と
も
八
世
紀
後
半
ま
で
引
き
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ハ
ワ
ー
ド
氏
は
九
号
籠
を
八
世
紀
半
ば
の
造
立
と
推
測
し
て
い
る
が
ー

仮
に
こ
の
年
代
観
が
妥
当
だ
と
し
て
も
ー
そ
れ
で
は
白
説
に
矛
盾
を
生
ず
る
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
パ
ー
ラ
様
式
」
と
王
朝
名
を
冠
し
て
呼
べ
る
よ
う
な

様
式
の
中
国
へ
の
伝
来
は
、
王
朝
の
開
創
－
七
五
〇
年
－
と
同
時
に
な
さ
れ
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
氏
が
特
に
言
及
す
る
ビ
ハ
ー

ル
で
の
造
像
活
動
が
、
パ
ー
ラ
朝
後
期
の
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
を
中
心
と
し

た
こ
と
を
思
え
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
同
氏
の
説
の
ユ
ニ
ー
ク
な
点
は
、
九
号
寵
の
造
立
に
西
南
交
易
路
を

往
来
し
た
ペ
ル
シ
ア
人
商
人
が
関
与
し
て
い
る
と
す
る
と
こ
ろ
で
、
側
壁
に
高

浮
彫
り
さ
れ
た
頬
髪
の
あ
る
胡
人
風
の
像
を
造
立
者
で
あ
る
彼
ら
自
身
の
姿
と

し
て
作
っ
た
と
想
定
す
る
に
い
た
っ
て
は
、
臆
説
と
し
て
も
受
け
入
れ
難
い
。

こ
れ
ら
は
巴
中
な
ど
他
の
四
川
石
窟
に
も
見
ら
れ
る
天
王
像
で
、
し
ば
し
ば
通

例
の
中
国
風
の
天
王
像
と
対
で
あ
ら
わ
す
。
特
定
の
「
外
国
人
商
人
の
立
像
」

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一
四

　
ハ
ワ
ー
ド
氏
の
こ
う
し
た
所
説
に
つ
い
て
は
、
ソ
レ
ン
セ
ン
が
遠
慮
の
な
い

批
判
を
加
え
て
お
り
、
こ
こ
で
同
様
な
繰
り
返
し
は
無
用
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

九
号
籠
や
そ
れ
に
近
似
す
る
六
〇
号
寵
に
見
ら
れ
る
像
容
や
意
匠
が
、
ど
こ
か

ら
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
飛
仙
閣
摩
崖
の
唐
代
造

像
の
性
格
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
一
考
を
要
す
る
。
さ
き
に
触
れ
た
通
り
、
厳

飾
さ
れ
た
触
地
印
の
如
来
坐
像
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て

長
安
・
洛
陽
地
区
を
中
心
に
大
い
に
流
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
飛
仙
閤
の
宝

冠
触
地
印
如
来
像
も
ま
た
、
敢
え
て
西
南
交
易
路
経
由
で
イ
ン
ド
か
ら
直
接
も

た
ら
さ
れ
た
と
想
定
す
る
必
要
は
な
く
、
唐
王
朝
の
中
央
か
ら
伝
来
し
た
と
見

る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
初
唐
彫
刻
に
通
有
の
比
丘
像
や
、
花
頭
形
の
格
狭
聞

の
あ
る
台
座
を
付
属
す
る
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
イ
ン
ド
伝
来
の
尊
像
型
式
が
中

国
で
再
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
氏
は
、
む

し
ろ
西
南
路
伝
来
を
主
張
し
た
い
が
た
め
に
、
グ
プ
タ
朝
美
術
の
影
響
下
に
あ

る
中
央
の
作
例
と
は
別
系
統
で
あ
る
と
す
べ
く
、
パ
ー
ラ
朝
影
響
説
を
持
ち
出

し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
同
氏
が
パ
ー
ラ
時
代
の
ビ
ハ
ー
ル
か
ら
の
影
響
と
し
た
背
障
装
飾
は
、
す
で

に
五
世
紀
に
造
営
さ
れ
た
ア
ジ
ャ
ン
タ
石
窟
で
、
本
尊
像
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て

に
付
属
す
る
ほ
ど
盛
行
し
た
意
匠
で
あ
る
。
バ
リ
ェ
イ
シ
ョ
ン
は
多
く
、
九
号

籠
に
見
ら
れ
る
左
右
端
の
マ
カ
ラ
が
口
中
か
ら
獅
子
を
化
生
さ
せ
る
意
匠
は
、

五
世
紀
後
半
以
降
西
イ
ン
ド
で
行
わ
れ
た
マ
カ
ラ
の
口
中
か
ら
天
人
や
蓮
華
を

化
生
す
る
形
式
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
獅
子
や
ハ
ン
サ
を

う
る
さ
い
ほ
ど
あ
し
ら
い
、
俵
型
の
ク
ツ
シ
ョ
ン
も
具
え
た
こ
の
九
号
寵
の
背



障
は
、
中
原
の
類
列
に
比
べ
、
イ
ン
ド
や
東
南
ア
ジ
ア
の
作
例
に
よ
り
近
い
。

同
様
の
意
匠
が
巴
中
や
邦
峡
で
も
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
中
原
と
は
別
に
四

川
地
域
で
の
成
立
の
事
情
を
も
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
西
南
交
易

路
経
由
の
影
響
を
想
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
六
〇
号
籠
・
第
九
号
籠
の
中
尊
の
図
像
が
、
唐
王
朝
の
中
央

た
る
長
安
・
洛
陽
地
区
か
ら
伝
来
し
た
と
す
る
見
解
は
、
ソ
レ
ン
セ
ン
が
主
張

す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
氏
の
所
説
に
も
ま
た
異
論
を
は
さ
む
余
地
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
次
章
で
検
討
し
た
い
。

四
　
中
央
様
式
の
波
及

　
ソ
レ
ン
セ
ン
が
ハ
ワ
ー
ド
説
へ
の
反
論
と
し
て
発
表
し
た
「
四
川
蒲
江
飛
仙

閣
の
仏
教
彫
刻
」
で
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
の
が
、
四
川
地
域
に
お
け
る
唐

代
の
仏
教
美
術
は
、
長
安
・
洛
陽
な
ど
王
朝
の
中
心
地
か
ら
の
影
響
が
漸
次
南

へ
と
波
及
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
同
氏
は
、
四
川
北
部
の
広

元
・
巴
中
を
、
唐
朝
の
都
周
辺
地
域
か
ら
「
南
下
」
し
て
き
た
中
央
様
式
の
根

付
い
た
地
と
し
て
、
と
り
わ
け
重
要
視
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
同
氏
に
よ

れ
ば
、
龍
門
石
窟
の
後
期
窟
や
山
西
省
太
原
な
ど
に
例
を
み
る
主
要
な
様
式
ー

す
な
わ
ち
唐
代
仏
教
彫
刻
の
主
流
と
見
な
さ
れ
て
い
る
様
式
に
類
似
す
る
も
の

が
、
広
元
や
巴
中
で
は
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
成
都
地
域
の
様
式
に
対
し
て

無
視
し
得
な
い
影
響
を
継
続
的
に
及
ぼ
し
て
い
た
、
と
い
う
。
と
り
わ
け
、
蒲

江
の
飛
仙
閣
摩
崖
に
つ
い
て
は
、
北
部
か
ら
四
川
へ
入
っ
て
き
た
図
像
的
様
式

四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

の
終
着
点
を
示
す
も
の
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
蒲
江
よ
り
さ
ら
に
南
に
も

來
江
摩
崖
石
刻
な
ど
飛
仙
閣
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
仏
教
石
窟
が
い
く
っ
も
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
飛
仙
閣
に
見
出
せ
る
も
の
と
同
様
な
彫
刻
が
存
在
し
て
い
な

い
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「
事
実
」
の
具
体
事
例
が
、
六
〇
号
藷

や
九
号
禽
の
宝
冠
触
地
印
如
来
像
で
あ
り
、
広
元
お
よ
び
巴
中
に
も
同
様
の
図

像
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
主
張
な
の
で
あ
る
。

　
四
川
に
お
け
る
摩
崖
石
刻
の
南
北
朝
か
ら
宋
代
に
い
た
る
造
像
活
動
の
中
心

が
、
北
部
の
広
元
・
巴
中
か
ら
、
南
へ
と
推
移
し
て
成
都
周
辺
に
至
り
、
さ
ら

に
は
東
南
部
の
資
州
や
安
岳
、
そ
し
て
大
足
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
現

存
遺
跡
の
示
す
お
よ
そ
の
傾
向
で
あ
る
。
南
北
朝
時
代
に
は
、
清
水
の
南
か
ら

嘉
陵
江
上
流
に
か
け
て
の
い
わ
ゆ
る
蜀
道
地
域
が
、
多
く
北
朝
の
勢
力
下
に
お

か
れ
た
た
め
に
、
川
北
に
北
朝
の
様
式
が
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
唐
の
統
一
後
も
な
お
、
あ
た
か
も
水
が
浸
透
し
て
い
く
よ
う
に
都
に

近
い
北
か
ら
南
へ
と
波
及
し
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
四
川
地
域
の

中
心
で
あ
る
成
都
近
郊
に
位
置
す
る
地
区
に
つ
い
て
、
四
川
北
部
か
ら
影
響
が

及
ん
だ
結
果
で
あ
る
と
す
る
見
方
－
そ
し
て
図
像
に
よ
っ
て
は
そ
こ
で
「
南

下
」
が
行
き
止
ま
っ
て
終
着
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
方
－
に
は
、
い
く
つ

か
の
点
で
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
。

　
指
標
と
な
る
宝
冠
触
地
印
如
来
像
は
、
四
川
北
部
で
は
先
に
も
挙
げ
た
広
元

千
仏
崖
第
三
六
六
窟
を
は
じ
め
、
巴
中
南
籠
第
三
七
号
禽
・
第
一
〇
三
号
籠
、

西
禽
第
四
四
号
禽
・
第
七
三
号
禽
・
第
八
七
号
合
龍
な
ど
巴
中
地
区
に
と
り
わ
け

　
　
　
　
＾
2
4
）

遺
例
が
多
い
。
川
北
地
区
か
ら
成
都
に
い
た
る
区
域
に
つ
い
て
は
、
管
見
が
及

一
一
一
一
五



ば
ず
実
態
は
不
分
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
当
該
図
像
の
報
告

は
な
い
。
成
都
周
辺
で
は
、
蒲
江
県
の
北
に
隣
接
す
る
耶
蛛
市
の
石
筍
山
摩
崖

第
二
六
号
籠
に
、
比
較
的
規
模
の
大
き
な
七
尊
形
式
の
遺
例
が
あ
る
。

　
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
造
像
年
代
で
あ
る
。
年
代
が
わ
か
る
も
の
に
ま
ず
広
元

千
仏
崖
像
が
あ
り
、
長
文
の
造
像
碑
「
大
唐
利
州
刺
史
畢
公
柏
堂
寺
菩
提
瑞
像

須
井
序
」
は
風
化
の
た
め
に
年
紀
を
欠
く
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
語
句
か
ら
年

代
を
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
羅
世
平
氏
の
「
広
元
千
仏
崖
菩

　
　
　
＾
2
5
〕

提
瑞
像
考
」
に
従
え
ば
、
容
宗
の
景
雲
・
延
和
年
問
一
七
一
〇
－
二
一
年
一
の

造
像
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
巴
中
南
寵
第
一
〇
三
号
禽
は
、
造
像
銘
か

ら
晩
唐
乾
符
四
年
（
八
七
七
）
の
作
と
わ
か
る
。
耶
昧
石
筍
山
第
二
六
号
窮
は
、

隣
の
第
二
七
号
籠
直
下
に
「
菩
提
釈
迦
二
像
銘
」
が
あ
り
、
末
尾
に
大
暦
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
聖

一
七
六
七
一
の
年
紀
が
読
め
る
。
菩
提
釈
迦
二
像
と
は
、
宝
冠
触
地
印
像
（
す
な

わ
ち
菩
提
像
）
を
主
尊
と
す
る
二
六
号
禽
と
、
脇
侍
に
文
殊
・
普
賢
を
従
え
る

こ
と
か
ら
釈
迦
像
と
わ
か
る
隣
接
の
第
二
八
号
禽
（
左
右
に
第
二
七
・
第
二
九

号
籠
に
編
号
さ
れ
た
金
剛
力
士
の
脇
窮
を
付
属
す
る
大
規
模
な
寵
で
あ
る
）
の

ふ
た
つ
を
指
す
も
の
に
違
い
な
く
、
と
も
に
中
唐
初
め
の
こ
の
年
に
造
営
さ
れ

た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
の
紀
年
銘
の
な
い
作
例
に
つ
い
て
は
、
様

式
な
ど
か
ら
相
対
的
な
年
代
を
推
測
す
る
ほ
か
な
い
が
、
巴
中
西
禽
の
諸
例
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
7
）

羅
世
平
氏
に
よ
れ
ば
盛
唐
の
作
と
い
う
。

　
さ
て
、
飛
仙
閣
第
九
号
奮
の
造
像
年
代
は
、
ハ
ワ
ー
ド
が
前
述
の
と
お
り
八

世
紀
半
ば
と
す
る
の
に
対
し
、
第
六
〇
号
禽
像
と
の
図
像
・
様
式
の
酷
似
を
主

　
　
（
跳
）

張
す
る
ソ
レ
ン
セ
ン
は
「
六
九
〇
年
あ
た
り
が
最
も
あ
り
得
べ
き
造
像
年
代
」

一
一
一
一
六

と
し
て
い
る
。
パ
ー
ラ
朝
影
響
説
に
固
執
す
る
あ
ま
り
造
像
年
代
を
八
世
紀
半

ば
ま
で
引
き
下
げ
た
前
者
に
は
ほ
と
ん
ど
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
後
者
に

つ
い
て
も
疑
問
が
あ
る
。
前
節
で
の
長
々
と
し
た
デ
ィ
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
で
示

し
た
と
お
り
、
飛
仙
閣
の
二
つ
の
像
に
は
様
式
的
に
差
異
が
あ
り
、
同
じ
場
所

に
あ
る
限
り
ま
っ
た
く
同
時
期
に
造
立
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
の
先
後
関
係
は
、
四
川
地
域
特
有
の
図
像
的
特
徴
を
示
す
八
部
衆
像

や
背
障
を
そ
な
え
た
九
号
禽
の
方
を
、
後
発
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
四
川
地
域
の
宝
冠
触
地
印
如
来
像
の
な
か
で
、
第
⊥
ハ
○
号
寵
が
突

出
し
て
早
い
紀
年
銘
－
六
八
九
年
－
を
有
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
重
大
な

意
味
を
も
っ
て
く
る
。
ソ
レ
ン
セ
ン
が
、
宝
冠
触
地
印
像
を
指
標
と
し
て
想
定

し
た
長
安
・
洛
陽
↓
川
北
↓
成
都
周
辺
地
区
と
い
う
伝
播
過
程
は
、
地
理
的
な

位
置
関
係
か
ら
の
速
断
に
過
ぎ
ず
、
実
際
に
は
長
安
・
洛
陽
↓
成
都
↓
成
都
周

辺
な
い
し
は
川
北
地
区
、
と
伝
播
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
遺
例
の
造
像
年

代
が
、
川
北
よ
り
も
成
都
に
ほ
ど
近
い
蒲
江
の
先
行
を
示
し
て
い
る
の
を
無
視

し
な
い
か
ぎ
り
、
北
か
ら
南
へ
と
漸
次
浸
透
し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
ソ
レ
ン
セ
ン
と
同
様
に
広
元
・
巴
中
石
窟
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、

地
理
的
位
置
に
況
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
中
央
集
権
的
地
方
行
政
制
度
の
下
で

任
官
さ
れ
中
央
か
ら
成
都
に
下
向
し
た
高
官
ら
の
関
与
で
あ
る
。
巴
中
南
籠
に

お
け
る
厳
武
が
ま
さ
に
そ
う
し
た
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
ま

た
広
元
千
仏
崖
の
三
六
六
号
籠
の
下
方
に
弥
勒
仏
衛
像
籠
を
開
い
た
蘇
頭
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
9
）

文
章
と
清
廉
で
著
名
な
玄
宗
朝
前
期
の
高
官
で
あ
る
が
、
開
元
八
、
九
年
（
七

二
〇
、
二
一
）
に
益
州
大
都
督
府
長
史
と
し
て
成
都
に
在
っ
た
問
に
こ
れ
を
造



立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
つ
開
元
三
年
に
同
じ
く
益
州
大
都
督
府
長
史
に
任

　
　
　
　
一
3
0
）

官
し
た
章
抗
も
ま
た
、
千
仏
崖
に
如
来
坐
像
と
比
丘
・
菩
薩
の
五
尊
像
か
ら
な

る
第
五
二
二
号
籠
を
開
い
て
い
る
。

　
彼
ら
の
造
像
活
動
が
、
資
金
だ
け
出
し
て
在
地
の
工
人
に
任
せ
た
も
の
な
の

か
、
図
像
や
様
式
の
選
択
や
導
入
に
ま
で
関
与
し
た
も
の
な
の
か
、
実
態
は
つ

か
み
に
く
い
。
し
か
し
、
広
元
千
仏
崖
三
六
六
号
籠
の
宝
冠
触
地
印
像
の
場
合

は
、
「
一
欠
一
泥
不
満
備
珍
飾
而
相
好
周
園
。
霊
哉
真
顔
今
即
遺
制
」
と
ブ
ッ
ダ

ガ
ヤ
本
尊
像
に
関
す
る
玄
奨
や
王
玄
策
の
所
伝
－
す
な
わ
ち
塑
像
の
未
完
部
分

の
補
填
と
厳
飾
の
説
話
ー
を
十
分
に
踏
ま
え
た
文
言
の
頚
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、

発
願
主
で
あ
る
利
州
刺
史
畢
公
－
羅
世
平
氏
に
よ
り
畢
重
華
と
比
定
さ
れ
た
1

が
、
尊
像
の
意
味
内
容
や
形
式
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
を
も
っ
て
当
該
図
像

を
選
択
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
玄
突
を
は
じ
め
と
す
る
入
埜
者
ら

の
功
に
よ
っ
て
長
安
や
洛
陽
に
も
た
ら
さ
れ
た
イ
ン
ド
将
来
の
新
図
像
は
、
唐

朝
の
中
心
地
域
で
受
容
さ
れ
流
行
す
る
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
改
変
を
生
じ
た
と

想
像
さ
れ
る
が
、
鄭
州
・
秦
州
の
地
方
官
を
歴
任
し
て
き
た
畢
重
華
が
、
そ
う

し
た
ひ
と
つ
を
川
北
地
区
へ
導
入
し
た
当
事
者
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

同
様
に
、
唐
朝
の
最
重
要
都
市
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
成
都
に
着
任
す
る
高
官
や

そ
の
関
係
者
ら
が
、
造
仏
活
動
に
も
関
心
が
あ
る
場
合
、
中
央
か
ら
図
像
や
様

式
を
直
接
も
た
ら
す
こ
と
に
一
定
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
問
違
い
な

い
。
都
と
成
都
と
は
直
結
し
て
い
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
飛
仙
閣
の
両
禽
は
、
都
に
近
い
北
部
か
ら
徐
々
に
南
へ
と
浸
透
し
て
き
た
終

着
点
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
直
接
成
都
に
受
容
さ
れ
た
中
央
様
式

　
　
　
　
　
　
四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

が
、
翻
案
さ
れ
な
が
ら
放
射
的
に
周
辺
へ
伝
播
し
た
一
例
な
の
で
あ
ろ
う
。
地

域
閻
の
造
形
の
影
響
関
係
は
一
方
通
行
と
は
限
ら
な
い
た
め
、
実
際
は
よ
り
複

雑
な
状
況
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
四
川
の
中
心
地
で
あ
る
成
都
を
－
た

と
え
唐
代
の
現
存
作
例
を
著
し
く
欠
く
と
は
い
え
ー
ソ
レ
ン
セ
ン
氏
は
も
っ
と

評
価
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
六
〇
号
寵
の
造
像
銘
は
、
こ
う
し
た
伝
播
状
況
を
い
ま
少
し
具
体
的
に
う
か

が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
節
で
見
た
と
お
り
、
ま
ず
特
徴
的
な
の
が
「
為

天
皇
天
后
」
と
い
う
文
句
で
あ
る
が
、
試
み
に
龍
門
石
窟
の
造
像
銘
か
ら
「
天

皇
天
后
」
の
句
を
も
つ
も
の
を
拾
う
と
、
同
称
号
制
定
の
翌
年
に
つ
く
ら
れ
た

上
元
二
年
（
六
七
五
）
十
二
月
の
宣
義
郎
周
遠
志
等
造
阿
弥
陀
像
記
を
は
じ
め

と
し
、
儀
鳳
四
年
（
六
七
九
）
六
月
八
日
の
太
常
主
簿
高
光
復
等
造
阿
弥
陀
像

記
、
永
隆
元
年
（
六
八
○
）
十
一
月
皿
川
日
の
沙
門
智
運
造
一
万
五
千
尊
像
記
、

垂
撲
二
年
（
六
八
六
）
七
月
十
三
日
の
王
君
意
造
阿
弥
陀
像
記
、
垂
摸
三
年
□

月
八
日
の
劉
孝
光
造
阿
弥
陀
像
記
、
如
意
元
年
（
六
九
二
）
五
月
五
日
の
丁
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
釦
）

義
造
阿
弥
陀
像
記
の
六
件
が
得
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
最
後
の
丁
君
義
造
像
記

は
次
の
文
面
で
あ
る
。

　
　
丁
君
義
。
上
為
天
皇
天
后
、
師
僧
父
母
、
及
善
知
識
、
議
動
衆
生
。
願
断

　
　
五
欲
、
共
登
正
覚
。
如
意
元
年
閏
五
月
五
日
。
敬
造
阿
弥
陀
像
一
躯
。

　
　
（
原
文
は
則
天
文
字
を
使
用
。
句
読
点
は
筆
者
）

　
こ
こ
で
は
、
天
王
天
后
号
は
飛
仙
閣
六
〇
号
寵
の
よ
う
に
単
独
で
は
な
く
、

「
姦
動
衆
生
」
に
至
る
造
像
対
象
者
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
筆
頭
に
置
い
た
形
で

あ
る
。
こ
う
し
た
形
式
は
他
の
五
例
に
も
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
響
堂
山
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一
七



窟
な
ど
他
地
域
の
造
像
銘
や
敦
焼
将
来
の
写
経
賊
文
に
見
え
る
事
例
に
お
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
。

　
ス
タ
イ
ン
本
一
五
一
五
号
の
『
観
無
量
寿
経
』
奥
書
を
例
に
あ
げ
る
と
、

　
　
大
唐
上
元
二
年
四
月
廿
八
日
。
仏
弟
子
清
信
女
張
氏
、
発
心
敬
造
元
量
寿

　
　
観
経
一
部
、
及
観
音
経
一
部
。
願
以
此
功
徳
、
上
資
天
皇
天
后
、
聖
化
元

　
　
窮
。
下
及
七
代
父
母
、
井
及
法
界
蒼
牛
並
超
煩
悩
之
門
、
倶
登
浄
妙
国

　
　
土
。

　
こ
れ
ら
の
例
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
自
身
の
修
功
徳
や
近
親
の
亡
者
へ
の
追

善
業
に
お
い
て
も
、
帝
酢
の
永
隆
を
祈
願
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
代
の
ひ
と
つ

の
憤
例
的
定
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
如
意
元
年
銘
丁
君
義

造
像
記
に
み
る
よ
う
に
、
武
周
朝
の
中
心
地
に
位
置
す
る
龍
門
石
窟
に
あ
っ
て

さ
え
、
実
際
に
は
す
で
に
天
皇
天
后
号
が
廃
止
さ
れ
意
味
を
失
っ
た
時
期
に
も
、

惰
性
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
飛
仙
閣
六
〇
号
禽
は
、
図
像
だ
け
で
は
な

く
、
都
で
も
河
北
や
敦
僅
で
も
行
わ
れ
た
そ
う
し
た
造
像
銘
の
定
型
を
そ
の
ま

ま
な
ぞ
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
発
願
者
に
と
っ
て
身
近
な
造
像

対
象
者
を
指
す
語
句
を
入
れ
ず
に
、
定
型
句
の
み
を
用
い
て
い
る
点
に
、
受
容

に
お
け
る
熟
れ
な
さ
を
感
じ
な
く
は
な
い
。

　
同
様
な
あ
り
よ
う
は
、
当
該
銘
文
中
の
「
瑞
像
」
の
語
に
も
認
め
ら
れ
よ
う
。

六
〇
号
壺
の
発
願
者
は
、
こ
の
語
を
仏
像
の
美
称
と
し
て
他
意
な
く
用
い
て
い

る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
独
特
な
形
式
の
像
を
指
す
固
有
名
称
の
つ
も
り
で

あ
っ
た
の
か
。

　
こ
の
疑
問
に
最
も
有
効
な
示
唆
を
提
供
す
る
の
が
、
た
び
た
び
引
き
合
い
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
八

出
す
広
元
千
仏
崖
第
三
六
六
号
禽
の
造
像
碑
で
あ
る
。
額
蒙
に
「
菩
提
像
類
」
、

碑
文
に
「
菩
提
瑞
像
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
こ
の
形
式
の
尊
像
が
ど
う
呼
ば
れ

た
も
の
か
を
伝
え
る
唯
一
の
資
料
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
耶
蛛
石
筍
山
第
二

六
号
窮
像
も
ま
た
、
先
述
の
と
お
り
「
菩
提
」
像
に
該
当
す
る
こ
と
が
わ
か
る

わ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
と
と
も
に
、
六
〇
号
寵
の
「
瑞
像
」
も
ま
た
、
像
容
が

同
形
式
で
あ
る
以
上
「
菩
提
瑞
像
」
の
簡
称
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
菩
提
と

は
無
上
の
正
覚
の
意
。
釈
迦
の
成
道
の
境
地
を
指
す
語
に
他
な
ら
な
い
。

　
前
述
の
と
お
り
、
ソ
レ
ン
セ
ン
は
飛
仙
閣
の
両
籠
の
宝
冠
触
地
印
像
を
盧
舎

那
仏
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
成
道
の
釈
迦
像
か
ら
盧
舎
那
仏
へ
の
展
開
は
、
確

か
に
七
・
八
世
紀
の
御
に
顕
在
化
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
「
瑞
像
」

の
語
は
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
釈
迦
や
盧
舎
那
を
指
す
よ
り
も
、
特
別
な
信
仰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
）

を
得
た
固
有
の
霊
験
像
や
、
そ
の
姿
を
模
し
た
像
に
用
い
る
場
合
が
多
く
、
六

〇
号
嘉
も
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。
畢
公
の
造
像
碑
に
お
い
て
も
、
「
菩
提
瑞
像
」
に

ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
成
道
像
以
上
の
意
味
を
含
ん
で
い
な
い
こ
と
は
、
先
に
も
み
た

通
り
「
泥
不
満
備
珍
飾
」
の
文
言
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
成
道
像
ゆ
か
り
の
菩
提
像
、
菩
提
瑞
像
の
造
立
に
は
、

武
則
天
の
厚
遇
を
得
て
活
動
し
た
天
竺
二
蔵
地
婆
詞
羅
訳
の
『
最
勝
仏
頂
陀
羅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

尼
浄
除
業
障
呪
経
』
に
よ
る
信
仰
が
無
視
で
き
な
い
。
「
菩
提
像
」
の
前
で
尊
勝

陀
羅
尼
を
謂
せ
ば
、
諸
罪
障
の
消
滅
が
か
な
う
と
い
う
経
説
と
と
も
に
、
宝
冠

触
地
印
の
図
像
が
中
央
か
ら
地
方
へ
と
波
及
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
お
そ

　
　
　
　
＾
弘
）

ら
く
は
成
都
で
も
流
行
し
た
こ
の
像
容
は
、
「
菩
提
瑞
像
」
と
い
う
通
称
で
蒲
江

の
地
に
伝
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
に
つ
い
て
如
何



ほ
ど
の
理
解
が
あ
つ
た
か
は
や
や
疑
わ
し
い
も
の
の
、
都
ぶ
り
の
「
天
皇
天
后
」

句
と
と
も
に
摩
崖
に
刻
ま
れ
た
と
い
う
あ
た
り
が
、
実
情
で
は
な
か
っ
た
か
。

造
像
目
的
が
、
「
合
家
大
小
□
通
供
養
」
す
な
わ
ち
地
元
の
有
力
者
と
思
し
い
王

氏
一
族
の
修
功
徳
－
武
則
天
の
永
酢
祈
願
で
は
な
く
ー
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。

五
　
お
わ
り
に

　
第
六
〇
号
藷
の
場
合
、
中
尊
や
比
丘
・
菩
薩
像
の
図
像
や
様
式
は
唐
朝
中
央

部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
光
背
や
籠
口
左
右
の
俗
人
像

と
い
っ
た
二
義
的
モ
テ
イ
ー
フ
に
は
翻
案
が
う
か
が
え
る
。
同
様
の
こ
と
は
、

ほ
ぼ
同
じ
初
唐
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
近
接
の
諸
籠
に
も
言
え
る
が
、
や
や

年
代
の
遅
れ
る
第
九
号
寵
で
は
翻
案
の
要
素
が
さ
ら
に
増
大
し
て
い
る
。
先
述

の
特
異
な
背
障
に
加
え
、
符
像
の
脇
侍
菩
薩
、
八
部
衆
、
胡
人
風
の
天
王
や
守

門
的
俗
人
像
の
付
随
は
、
長
安
や
洛
陽
周
辺
に
は
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
う
し
た
要
素
は
、
四
川
各
地
の
摩
崖
造
像
に
－
広
範
囲
に
散
在
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
ー
共
通
し
て
見
ら
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
中
央
か
ら
発
信

さ
れ
る
図
像
・
様
式
の
受
容
は
、
四
川
地
域
に
お
け
る
固
有
性
の
生
成
と
共
存

し
な
が
ら
進
行
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
四
川
各
地
で
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ー
カ
ル

な
展
開
を
み
せ
る
一
方
で
、
汎
四
川
的
な
あ
る
種
の
普
遍
性
を
示
す
造
形
要
素

に
つ
い
て
は
、
成
都
と
い
う
も
う
一
段
階
の
発
信
地
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
田
讐
つ
。

四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

　
と
こ
ろ
で
、
古
く
よ
り
蒲
江
を
所
管
し
た
耶
蛛
（
唐
代
の
耶
州
）
の
龍
興
寺

趾
の
発
掘
が
、
成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
と
耶
峡
市
と
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
四

年
度
か
ら
開
始
さ
れ
る
計
画
と
い
う
。
龍
興
寺
は
、
国
家
に
よ
る
一
州
一
寺
制

の
実
施
に
と
も
な
っ
て
中
宗
の
代
に
置
か
れ
た
寺
で
あ
る
。
高
宗
に
よ
る
諸
州

一
官
寺
の
設
置
に
始
ま
り
、
武
則
天
の
大
雲
寺
、
玄
宗
の
開
元
寺
創
設
と
続
い

た
中
央
主
導
の
施
策
が
、
初
唐
・
盛
唐
期
に
お
け
る
中
央
様
式
の
地
方
へ
の
伝

播
に
何
が
し
か
寄
与
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
唐
代
の
造
像
遺
品
の
出

土
が
き
わ
め
て
乏
し
い
成
都
に
か
わ
っ
て
、
四
川
中
心
部
の
都
市
寺
院
に
お
け

る
状
況
を
う
か
が
う
資
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
地
の
遺
構

か
ら
は
、
一
九
四
七
年
の
洪
水
で
初
唐
か
ら
晩
唐
に
至
る
多
数
の
石
仏
や
石
刻

経
瞳
が
出
土
し
、
す
で
に
約
二
八
○
点
も
の
作
晶
が
四
川
大
学
歴
史
博
物
館
に

収
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
格
的
な
発
掘
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
成
果
を
期

待
し
た
い
。

2ユ
（
3
）

註　
『
蒲
江
県
志
』
に
よ
れ
ば
面
積
は
五
八
二
・
八
平
方
キ
ロ
。

　
編
号
は
お
お
よ
そ
飛
仙
洞
区
を
第
一
か
ら
第
五
号
禽
、
大
仏
坪
区
を
第
七
か
ら
第
十

九
号
禽
、
禽
星
岩
区
を
第
二
一
か
ら
第
三
五
号
籠
、
飛
仙
閣
区
を
第
三
六
か
ら
第
一
〇

四
号
禽
と
す
る
が
、
た
と
え
ば
第
八
四
か
ら
第
九
七
号
寵
は
仙
境
崖
区
や
東
方
に
離
れ

た
公
路
沿
い
に
散
在
す
る
な
ど
、
並
び
か
た
に
錯
綜
が
あ
る
。

　
籠
お
よ
び
尊
像
の
法
量
は
次
の
通
り
。
（
単
位
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

　
外
禽
　
承
前

　
内
禽
　
最
大
高
一
六
三
・
五
、
最
大
幅
二
天
・
○
、
奥
行
六
五
二
一

　
中
尊
総
高
二
一
二
・
○
、
像
高
八
七
・
二
、
頭
頂
－
顎
三
七
・
五
、
面
奥
二

二
二
九



四
〇

54（
6
）

（
7
）

98（
！
0
）

　
　
　
　
　
五
・
二

　
　
肩
張
三
三
・
七
、
腎
張
四
〇
・
九
、
膝
張
五
二
・
五
、
台
座
高
三
四
・
九

　
　
左
比
丘
　
総
高
一
〇
四
、
像
高
七
九
・
六
、
台
座
高
二
四
・
三

　
　
右
比
丘
　
総
高
一
一
一
・
三
、
像
高
八
四
・
二
、
台
座
高
二
七
・
一

　
　
左
菩
薩
　
総
高
一
一
〇
・
一
、
　
像
高
九
八
・
一
、
頭
頂
－
顎
二
二
、
肩
張
二
七
・

　
　
　
　
　
　
五

　
　
右
菩
薩
　
総
高
一
一
七
・
五
、
像
高
一
〇
四
・
五
、
頭
頂
－
顎
二
八
・
四
、
肩
張

　
　
　
　
　
　
二
七

　
　
左
天
部
　
総
高
九
一
・
二
、
像
高
八
○
・
六

　
　
右
天
部
　
総
高
九
六
・
一
、
像
高
八
五
・
二
、
肩
張
二
一
・
八

　
　
左
俗
人
　
総
高
七
六
・
一
、
像
高
六
七
・
四
、
頭
頂
－
顎
一
五
・
二
、
肩
張
一
九

　
　
右
俗
人
　
総
高
七
六
・
四
、
像
高
七
一
・
四
、
頭
頂
－
顎
一
五
・
六
、
肩
張
一

　
　
　
　
　
　
六
・
五

　
莫
洪
貴
「
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
造
像
」
一
『
四
川
文
物
』
一
九
八
五
年
第
三
期
）
。

　
＞
長
o
－
四
向
＝
o
考
胃
♀
．
．
豪
長
｝
E
竃
巨
g
ω
昌
5
g
篶
o
｛
2
o
巨
彗
一
⊂
寿
昌
ミ
目
彗
｛

ヨ
擾
o
箒
g
．
．
b
§
§
§
呉
s
Φ
妻
§
§
♀
き
『
肉
§
雷
§
』
§
鳶
§
§
μ
8
L
①
o
。
印

　
＞
轟
O
厨
『
雷
O
ミ
胃
♀
．
．
ω
邑
書
葬
ω
昌
貢
膏
窃
O
｛
勺
昌
彗
四
9
0
巨
竃
一
＞
く
ミ
O
H
O
｛

叶
サ
o
∪
マ
①
〇
一
－
－
自
斤
巾
而
↓
峯
①
①
目
ω
o
⊆
け
す
奏
o
ω
け
O
＝
，
団
国
目
⊆
H
自
9
與
－
目
饒
－
胴
｝
↓
団
自
血
q
’
．
。
』
亨

き
ざ
霞
9
ま
§
§
』
ミ
×
⊆
一
－
雷
⑩
‘

　
ま
た
、
『
敦
慢
研
究
』
一
九
八
四
年
第
四
期
に
、
同
論
文
の
李
松
氏
に
よ
る
中
文
訳

「
四
川
蒲
江
仏
教
彫
刻
－
盛
唐
時
中
国
西
南
与
印
度
直
接
聯
系
的
反
映
」
が
載
る
。

　
患
昌
寿
繧
§
ω
胃
雪
ω
昌
一
．
．
…
①
望
竃
募
易
昌
膏
冒
①
ω
等
思
茎
彗
霊
く
ヨ
o
己
目

～
旨
轟
一
望
O
巨
彗
．
．
ξ
き
姜
套
甘
§
く
O
「
；
日
一
－
O
竃
、

　
胡
文
和
『
四
川
道
教
佛
教
石
窟
芸
術
』
（
四
川
人
民
出
版
社
　
一
九
九
四
年
）
。

　
な
お
、
本
稿
に
掲
載
し
た
図
版
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
の
正
式
な
調
査
報
告
書
の
刊

行
以
前
で
あ
る
た
め
二
疋
の
制
約
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
く
刊
行
予
定
の
報
告
書

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
第
五
九
号
禽
題
記
「
大
唐
開
元
／
□
娘
／
口
□
／
愈
□
／
同
□
／
□
及
／
李
頭
／
李

（
u
）

一
1
2
）

（
1
3
）

（
！
4
）

＾
1
5
）

17 16
（
1
8
）

21 20 ユ9
（
2
2
）

（
2
3
）

二
／
胡
及
／
楊
忠
口
程
口
／
□
□
／
人
王
義
□
錆
」

　
『
大
足
県
志
』
肇
二
節
「
石
刻
鋳
匠
題
名
」
一
大
足
県
県
志
編
集
委
員
会
、
方
志
出
版

社
、
一
九
九
六
年
一
参
照
。

　
禽
口
左
右
の
俗
服
人
物
像
は
、
第
六
〇
号
籠
の
近
傍
の
第
六
四
号
禽
に
も
見
ら
れ
る
。

六
〇
号
霜
か
ら
六
四
号
禽
は
奮
底
や
禽
楯
の
高
さ
が
ほ
ほ
揃
っ
て
お
り
、
造
像
様
式
や

図
像
的
特
徴
か
ら
見
て
も
、
ほ
と
ん
ど
同
時
期
の
制
作
に
な
る
も
の
と
推
測
で
き
る
。

　
な
お
、
ソ
レ
ン
セ
ン
氏
は
第
六
〇
号
禽
の
如
来
像
の
背
後
に
稚
拙
な
線
刻
に
よ
る
菩

提
樹
が
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
確
認
で
き
ず
、
同
氏
の
見
誤
り
で
あ
る
。

　
一
九
八
九
年
の
編
号
で
は
第
三
三
号
籠
と
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
新
た
に

編
号
さ
れ
た
結
果
、
三
六
六
号
奮
と
な
っ
た
。
『
広
元
石
窟
』
一
広
元
皇
澤
寺
博
物
館
・

成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
編
、
巴
蜀
書
社
、
二
〇
〇
二
年
）
参
照
。

　
『
中
国
石
窟
彫
塑
全
集
　
第
八
巻
　
四
川
重
慶
』
図
版
（
重
慶
出
版
社
、
二
〇
〇
〇

年
）
参
照
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
一
一
七
、
厳
武
列
伝
参
照
。

　
こ
の
九
号
壺
の
中
尊
如
来
坐
像
と
右
脇
侍
菩
薩
像
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
八
日
未
明

に
頭
部
を
破
壊
さ
れ
盗
み
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
こ
れ
以
上
の
被
害
を
防
ぐ
た

め
に
、
本
禽
を
含
む
大
仏
坪
区
・
禽
星
崖
区
の
主
だ
っ
た
仏
禽
に
は
盆
全
体
を
覆
う
鉄

格
子
が
取
り
付
け
ら
れ
、
も
は
や
仔
細
な
観
察
は
困
難
と
な
っ
た
。
ま
こ
と
に
暗
し
ん

で
も
余
り
あ
り
慨
嘆
に
堪
え
な
い
。

　
ソ
レ
ン
セ
ン
は
、
天
王
像
で
あ
る
必
要
は
な
く
墓
葬
美
術
に
お
け
る
武
人
偏
と
同
様

な
不
特
定
の
守
護
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

　
劉
長
久
『
中
国
西
南
石
窟
芸
術
』
四
川
人
民
出
版
杜
、
一
九
九
八
年
。

　
常
青
「
試
論
龍
門
初
唐
密
教
彫
刻
」
（
『
考
古
学
報
』
二
〇
〇
一
年
第
三
期
）

　
武
則
天
朝
か
ら
玄
宋
朝
に
か
け
て
流
行
し
た
宝
冠
触
地
印
如
来
像
の
尊
格
に
つ
い
て

は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

　
肥
田
路
美
「
唐
代
に
お
け
る
仏
陀
伽
耶
金
剛
座
真
容
像
の
流
行
に
つ
い
て
」
（
『
論
叢

仏
教
美
術
』
所
収
。
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
）
参
照
。

　
義
浄
の
伝
聞
時
よ
り
五
百
年
以
前
の
こ
と
と
す
る
が
、
説
話
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
も
当



（
2
4
一

一
2
5
一

（
2
6
）
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3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
一

時
の
実
態
を
反
映
し
た
情
報
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
律
牧
道
は

成
都
を
発
ち
雲
南
で
は
な
く
貴
州
・
広
州
を
経
る
ル
ー
ト
と
考
え
ら
れ
る
。

　
羅
世
平
「
巴
中
石
窟
三
題
」
一
『
文
物
』
一
九
九
六
年
三
期
一
、
北
進
一
「
四
川
石
窟
に

お
け
る
菩
提
瑞
像
に
つ
い
て
－
特
に
飛
仙
閣
第
六
〇
号
籠
を
中
心
に
」
一
『
奈
良
美
術
研

究
」
第
一
号
、
二
〇
〇
三
年
）
参
照
。

　
羅
世
平
「
廣
元
千
仏
崖
菩
提
瑞
像
考
」
（
『
故
宮
学
術
季
刊
』
第
九
巻
第
二
期
、
一
九

九
一
年
）
。

　
こ
の
年
紀
を
追
刻
と
み
る
向
き
も
あ
る
が
、
後
代
に
な
ぞ
る
よ
う
に
再
び
刻
し
た
可

能
性
は
あ
る
も
の
の
、
当
初
の
造
像
銘
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
要
素
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
羅
世
平
「
巴
中
石
窟
三
題
」
（
『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
三
期
）
。

　
同
氏
は
「
第
九
号
籠
と
第
六
〇
号
壺
と
の
様
式
や
図
像
の
密
接
な
関
係
は
、
あ
ま
り

に
も
明
白
で
見
逃
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
様
式
と
図
像
が
ほ
と
ん
ど
等
し
い
だ
け
で
は

な
く
、
些
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
さ
え
も
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
八
八
、
蘇
題
列
伝
参
照
。

　
『
旧
唐
書
』
巻
九
二
、
章
抗
列
伝
参
照
。

　
天
皇
天
后
号
に
つ
い
て
は
、
礪
波
護
「
唐
中
期
の
仏
教
と
国
家
」
（
福
永
光
司
編
『
中

国
中
世
の
宗
教
と
文
化
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
が
参

照
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
同
氏
が
挙
げ
た
例
に
「
龍
門
石
刻
録
」
か
ら
筆
者
が
得
た
も
の

を
加
え
た
。

　
「
瑞
像
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
肥
田
路
美
「
涼
州
番
禾
県
瑞
像
の
説
話
と
造
形
」
一
『
仏

教
芸
術
』
二
一
七
号
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

　
山
名
伸
生
「
桂
林
の
調
露
元
年
銘
摩
崖
仏
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
芸
術
』
一
九
八
号
、

毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
一
年
）

　
唐
代
の
成
都
の
賓
相
寺
に
「
菩
提
像
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
『
酉
陽
雑
姐
』
前
集
巻
六

は
伝
え
て
い
る
。

築
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
四
川
大
学
芸
術
学
院
盧
丁
教
授
、

成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
王
毅
所
長
、
雷
玉
華
女
史
、
蒲
江
県
文
物
管
理
所
夏
曄
所
長
、

龍
騰
先
生
を
は
じ
め
多
く
の
中
国
側
関
係
者
諸
氏
に
さ
ま
ざ
ま
な
尽
力
を
賜
っ
た
。
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

付
記
　
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
助
成
の
基
盤
研
究
A
（
海
外
学
術
）
「
四
川

　
　
省
石
窟
摩
崖
造
像
群
の
記
録
手
法
に
関
す
る
研
究
お
よ
び
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ヴ
構

四
川
省
蒲
江
飛
仙
閣
摩
崖
の
初
唐
造
像
の
性
格
に
つ
い
て

一
四
一


